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３－3－４ 安全・防犯設備 

１．かご内には、車いす使用者がかご及び昇降路の出入口を確認可能な割

れにくい材質の鏡を設ける。ただし、｢3-3-1 の 2｣に適合するエレベ

ーターにあっては、出入口上方に当該出入口が確認可能な鏡を設置する

ことが望ましい。 

２．かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ

込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造

とする。 

３．昇降路の出入口を除く壁面には手すりを設ける。その設置高さは８０

～８５cm、６０～６５cm 程度の二段とすることが望ましい。また、

かご内には設置高さは８０～８５cm 程度の手すりを設けることが望

ましい。なお、手すりの外径は４cm 程度、壁面から離れを５cm 程度

とし、端部は衣服の引っかかり等がないような処理とする。 

４．かごの壁面には床上３５cm 程度まで、車いす当たりを設置することが

望ましい。 

５．かごの出入口部には戸閉を制御する装置を設ける。 

６．緊急時への対応として、次のような設置を設けることが望ましい。 

・かご内を確認できるカメラ 

・故障したことが自動的に音声及び文字で表示される装置 

・かご内から外部に故障を知らせる非常装置 

・管理者等へ連絡状況、管理者の対応状況をかご内の利用者に音声及

び文字で知らせる装置 

・管制運転にて停止した旨を音声及び文字で知らせる装置（管制運転

機能を有するエレベーターの場合） 

出入口が１方向の場合、同乗者等との関係から車いす使用者が転回できない場合がある。

よって、車いす使用者が安全に後退して退出できるようにするため、特に足下の後方を確認

できるように、出入口が写し出される鏡を設置する。設置する鏡は安全ガラスやステンレス

製にする等、割れにくいものとする。なお、出入口が複数ある場合については、戸の上方に

鏡を設置することが望ましい。 

エレベーターは密室空間であり、特に管理者が近辺に配置されない道路に設置する場合に

おいては、防犯面での安全性確保や緊急時の対応に配慮する必要がある。そのため、乗降口

等かごの外側からかご内の様子が容易に確認できるように、エレベーター及び昇降路の出入

口の戸にガラス等を設ける構造とする。また、かご内にカメラを設置し防犯に配慮すること

が望ましい。 

乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の戸のある面を除く壁面には、高齢者、身体障が

い者等が体を支えられるように、二段式（８０～８５cm、６０～６５cm）の手すりを設け

る必要がある。写真３－３－４にその事例を示す。また、かご内には高さ８０～８５cm の

手すりを設けることが望ましい。手すりは、外径４cm 程度のもので壁面から５cm 程度離

した位置に設置し、端部の処理は下方に滑らかに屈曲させるなどして衣服の引っかかりを防

止するとともに、その箇所が終端部であることが認識できるようにする。（図３－７－４参
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